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令和４年度 第４回特別職報酬等審議会（会議要録）

１．日 時 令和４年１２月１９日（月） 午後７時００分～８時３０分

２．場 所 中野区役所４階 庁議室

３．出席者(８名)

(1) 委員（五十音順：敬称略）

稲尾 公貴 臼井 壯之介 櫛田 正昭 小林 裕子

袖澗 悟 福原 紀彦 宮田 百枝 吉川 信將

(2) 事務局

海老沢総務部長、浅川総務課長、事務局職員

４．議 題
(1) 配付資料の説明について

(2) 答申（案）の審議、取りまとめについて

(3) 答申（案）の確認及び答申の決定

(1) 配付資料の説明について

会 長

それでは、定足数に達しておりますので、第４回の中野区特別職報酬等審議会を開催

させていただきます。まず、資料につきまして事務局から説明をお願いします。

総務課長

お手元に今年度の中野区特別職報酬等審議会答申（案）を配付してございます。

今回の答申案につきましては、昨年度と比べまして、全体の構成等は変えておりませ

んが、新たに期末手当が答申内容に加わったということで、文言については全面的に見

直しているところでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

(2) 答申（案）の審議、取りまとめについて

会 長

ただいま総務課長から説明がありましたとおり、事務局と私とで用意した答申の案を

配付しておりますので、これを基に議論を進めて参りたいと思います。ご意見をお願い

いたします。

委 員

第３回会議の際に、財政の中長期的な視点が大切だと発言しました。答申においては、

足下の状況は問題が無いけれども、基幹収入の増が期待できない中で扶助費は増加して

いくと見られていること、更には今後の社会的な基盤整備に係る将来負担額の増加も想

定されていることを指摘して、中長期的も視点も欠かせないことを述べるべきだと思い

ます。

委 員
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議員報酬及び特別職給料については、据え置きとすべきことは一致した意見でした。

一方で、各職の期末手当については様々な意見があって、いろいろと議論をした上で０．

１月引き上げるということでまとまったわけですから、結論に至る検討の経緯を答申の

中で表現すべきだと思います。

委 員

答申案では、「給料」という言葉と、「給与」という言葉が使われていましたが、言葉

の違いについて確認させてください。

事務局

「給料」とは、いわゆる基本給を指しており、給料に加えて期末手当等を含み支払わ

れる全ての金額を総じて「給与」という言葉を使います。

答申案では、「給与水準」とか「給与の裏付けとなる」といったように、抽象的・概念

的に総額として述べたい部分で給与という言葉を使っています。

委 員

期末手当を引き上げてよいとする意見については、周りが上がるから上げようという

ことではなく、審議の中で各職の実績を確認した上でのことですから、そうした表現が

あったほうが良いと思います。

会 長

それでは、「期末手当については引き上げて良いのではないかとする意見などが出され

た。」という文章の前に「各職が今期に果たした役割に照らして、」という理由の文章を

加えましょう。

会 長

常勤の監査委員の給与水準についてですが、答申では、他の特別区と比較して上位に

位置しており、平成２３年度以降、幾度かの減額や、他の特別職の給料が増額する中据

え置きとしてきた経緯があることについて記載したいと思います。

そもそも、常勤の監査委員の職が置かれたときに、区民に変わって区政の適正な執行

を確認する役割として、期待を込めて評価したものです。他区がそこまでの水準に設定

しなかったことからギャップが生じましたが、幾度かの是正により他区との平均に近づ

いてきましたので、その事実を述べることとします。

(3) 答申（案）の確認及び答申の決定

会 長

それでは、本日の審議内容を反映した答申案を再度お配りしましたので、最終確認を

行いたいと思います。

ではお諮りいたします。本案を今年度の答申といたしますが、よろしいでしょうか。

（各委員 異議なし）

それでは、中野区特別職報酬審議会条例第６条第３項の規定によりまして、本案を答

申として決定をさせていただきます。

本日決定をいただきました答申につきましては、明後日の朝、当審議会を代表して、私
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から区長に手渡しさせていただきます。

委員の皆様におかれましては、お忙しい中、また寒さが増す中、熱心なご議論をいた

だきまして、ありがとうございました。事務局から何かあればどうぞ。

総務課長

本日まで、今年度４回にわたるご議論の上、無事答申を決定いただきました。ありがと

うございました。委員の皆様には、お忙しい中ご出席いただきまして、どうもありがとう

ございました。

会 長

これをもちまして、本日、また今期の審議会の審議を終了させていただきます。お疲れ

さまでした。


